
Title 文献紹介 : Sowjetunion und Völkerrecht, von Dr. Karl Manuzen
Sub Title
Author 前原(Maehara)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication year 1933

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.12, No.1 (1933. 3) ,p.209- 216 

JaLC DOI
Abstract
Notes 季報
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-19330310-

0209

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


季

報

爆09）

文
．
献
、
紹
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
9
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D

　
　
響
胃
ε
乱
0
3
仁
且
．
＜
α
茅
R
『
g
ぎ
《
9

　
　
　
響
ぎ
｝
三
3
薪
8
、
G
遙
・

　
キ
遷
ル
大
學
の
一
冨
蔵
昌
博
．
h
驚
ぎ
霊
誉
葺
臼
邑
拐
寄
魯
酔
か
ら
，

第
十
．
九
の
（
フ
ト
と
し
て
揖
版
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
ソ
ヴ
一

幌
｝
ウ
属
牙
ン
が
、
從
來
ρ
園
際
法
五
の
原
則
距
る
、
即
ち
國
内
政

蒲
組
織
の
愛
更
鉱
國
家
の
人
格
に
は
何
等
影
響
な
き
が
故
忙
、
國
家

⑳
有
ナ
る
條
約
上
⑳
櫨
利
躾
務
並
び
に
契
約
上
の
梅
利
義
務
は
、
一
新

組
…
篠
孤
団
家
が
嘗
然
に
、
隔
こ
れ
を
履
行
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
こ

毒
忙
旗
欝
し
て
ゐ
る
こ
と
縁
周
知
の
事
實
で
あ
る
が
、
ン
ヴ
呂
ツ
ト

解
シ
ヤ
の
齢
ム
る
見
地
よ
η
來
る
べ
き
種
ん
の
問
題
，
殊
に
、
債
務

の
承
認
問
題
碇
闘
し
て
、
ロ
シ
ヤ
の
主
張
す
る
承
認
反
封
の
理
由
、

及
・
が
外
國
梶
於
け
る
典
産
主
毅
の
プ
ロ
パ
カ
ン
ダ
闇
題
、
貿
易
狗
肖

　
　
　
　
　
史
献
紹
介

の
問
題
等
に
闘
し
、
ロ
シ
ヤ
の
虫
張
す
る
と
こ
ろ
を
國
際
的
見
地
よ

の
批
判
す
る
こ
と
が
本
轡
の
目
的
で
あ
る
。

　
　
第
一
薫
前
政
府
の
債
務
並
び
に
生
産
手
段
の

　
　
　
　
　
　
國
有
化
に
鋤
†
る
リ
ヴ
呂
ツ
ト
ウ
昌

　
　
　
　
　
　
　
オ
ン
の
朧
務
（
O
δ
く
R
墜
げ
ぎ
…
の

　
　
　
　
　
　
α
霧
しo
o
く
…
o
言
3
δ
コ
愛
』
。
。
色
窪
ω
o
言
罷
窪

　
　
　
　
　
　
諭
昏
曾
R
　
閃
畠
剛
o
芒
温
撃
4
p
α
　
α
R

　
　
　
　
　
　
Z
慶
ぎ
，
器
。
嚇
一
〇
ε
お
α
R
℃
『
o
（
ご
疑
0
3
－

　
　
　
　
　
　
a
鼠
）

　
一
、
國
際
法
も
亦
、
他
の
総
て
の
法
と
同
じ
く
肚
會
的
、
繧
濟
的
嚢

農
に
よ
つ
て
條
俘
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
肚
會
的
．
経
濟
的
獲
展
・
飛

躍
の
顧
著
な
る
も
の
、
蓋
し
ソ
ヴ
ェ
ッ
ト
ウ
昌
オ
ン
の
如
き
は
あ
る

ま
い
。
ヒ
の
國
内
的
な
鮭
會
的
・
経
濟
的
事
情
の
激
整
が
、
國
際
團

髄
内
に
行
は
れ
る
國
際
法
的
原
則
を
否
認
し
褐
る
の
根
擦
を
な
す
に

充
分
で
あ
る
か
否
か
は
、
暫
ら
く
措
き
、
全
ロ
シ
ヤ
串
央
施
行
委
員

會
（
鷲
崔
β
切
鑑
碧
臼
φ
N
o
偉
算
げ
国
図
O
皆
5
葺
く
犀
O
ヨ
ヨ
帥
＃
＄
）
　
は
、
　
一
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九



（210）

　
　
　
　
　
交
献
紹
介

八
年
一
月
二
十
一
日
の
命
令
を
以
て
、
テ
シ
ヤ
の
地
主
及
び
プ
ル

》
㎏
ゲ
ー
の
歌
府
の
負
投
し
た
総
て
の
内
債
及
び
外
債
を
、
無
條
件

に
～
且
例
外
な
く
し
無
敷
と
す
べ
き
こ
と
を
笠
冒
し
た
o
其
他
、
一

九
勧
，
一
〇
年
千
一
朔
二
九
日
の
「
企
業
の
國
有
化
に
關
す
る
最
高
國
民

評
諾
倉
覧
の
命
令
汲
ひ
一
九
一
七
年
十
』
二
月
十
囚
H
の
「
銀
行
の
國

有
化
に
關
す
る
命
令
し
、
一
八
年
一
月
二
十
六
圓
の
商
船
の
國
有
化
に

闘
す
乃
命
令
』
、
等
陀
よ
つ
て
－
個
人
又
は
食
肚
の
所
有
に
か
』
る
企

桑
に
も
て
、
五
人
以
上
の
勢
働
者
を
使
用
す
る
機
械
企
業
及
び
、
機

“
競
を
覆
用
せ
ざ
る
も
十
入
以
上
の
麟
”
働
者
を
使
翔
す
る
も
の
、
総
て

の
私
的
な
株
式
組
織
の
銀
行
及
び
銀
行
欝
業
厨
、
総
て
の
株
式
會
肚

商
店
，
個
人
経
螢
k
篤
す
る
貨
物
及
び
族
客
の
蓮
逡
に
從
事
す
る
大

汽
船
愈
薩
等
を
國
有
化
し
、
そ
し
て
、
こ
れ
等
総
て
の
企
業
の
有
す

る
全
財
産
を
國
家
に
移
韓
し
、
総
て
の
土
地
は
こ
れ
を
國
有
と
し
、

こ
れ
等
の
諸
法
令
に
庸
つ
て
闘
有
と
せ
ら
れ
た
爲
に
被
る
個
人
及
び

團
盟
の
損
害
に
勤
し
て
は
一
・
切
賠
償
せ
ざ
る
こ
と
』
し
、
こ
れ
は
ロ

シ
ヤ
人
に
封
す
る
と
外
國
人
に
鋤
す
る
そ
の
取
扱
ひ
は
全
然
同
様
で

何
等
冨
別
ほ
設
け
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悶
二
Q

　
ソ
ヴ
呂
ツ
ト
の
こ
の
滋
置
に
凱
し
、
主
な
る
代
表
國
は
、
即
ち
六

個
の
同
盟
國
と
十
三
の
中
立
國
は
、
駐
露
米
國
大
使
を
蓮
じ
て
、
國

債
の
無
数
及
び
財
産
の
浸
牧
に
關
す
る
総
て
の
法
令
は
、
そ
れ
等
が

自
國
の
人
馬
の
利
盆
に
闘
す
る
隈
ゆ
、
奮
在
せ
ざ
る
も
の
と
看
倣
す

ヒ
と
を
通
皆
し
た
。
典
、
他
の
鮒
國
も
、
ソ
ヴ
ェ
ツ
ト
の
こ
の
行
動
に

關
し
、
各
鳶
自
國
に
利
磐
闘
係
を
有
す
る
限
り
、
か
玉
る
暴
學
を
否

認
す
る
の
態
度
に
田
た
の
は
常
然
で
あ
る
〇

　
二
、
國
家
主
棲
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
一
國
の
政
醗
が
鍵
更
さ
れ
て

新
政
艘
が
産
れ
た
場
合
に
於
て
は
、
國
家
人
格
そ
の
も
の
に
關
す
る

問
題
は
起
り
得
る
除
地
は
な
い
、
從
つ
て
、
國
家
の
負
播
し
た
債
務

に
關
し
て
は
，
こ
れ
を
新
組
織
の
下
に
嚢
生
し
た
政
府
が
支
彿
ふ
べ

き
や
否
や
の
問
題
の
起
り
得
る
除
勉
す
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
o
た
碧

こ
の
場
合
に
は
、
負
債
國
が
財
政
的
に
破
塵
に
頻
し
た
場
合
、
即
ち

繧
濟
的
に
、
事
實
上
支
佛
能
力
が
映
け
て
ゐ
る
場
合
の
み
が
間
題
と

な
砂
得
る
の
で
あ
る
o
こ
の
鮎
に
關
す
る
ソ
ヴ
ェ
ツ
ト
政
府
の
見
解

は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
〇

　
一
九
二
二
年
の
五
月
＋
一
π
に
同
盟
國
の
作
成
し
た
ゼ
ノ
ア
麗
書



（2亙η

に
封
ヂ
る
同
答
中
に
於
で
、
ゼ
ノ
ア
會
議
に
於
け
る
ソ
ヴ
晶
ツ
ト
代

表
は
、
ソ
就
』
ツ
ト
政
府
は
、
革
命
に
よ
つ
て
排
除
せ
ら
れ
た
國
権

に
よ
じ
負
櫓
せ
ら
れ
た
負
債
は
、
ヒ
れ
を
繊
承
し
碍
な
い
意
味
を
詮

明
し
で
ね
畜
。
「
ロ
シ
予
代
表
は
、
過
去
を
暴
力
に
よ
つ
て
破
壌
す
る

と
ζ
ろ
分
、
革
命
に
關
す
る
法
の
原
則
は
、
國
家
の
事
件
に
新
し
き

法
律
上
の
關
係
を
俘
ふ
も
の
な
る
こ
と
を
想
起
す
る
の
必
要
あ
る
こ

と
を
感
す
る
o
革
命
よ
り
叢
生
し
た
政
府
並
び
に
細
織
は
、
浸
落
し

た
政
府
の
義
務
を
奪
璽
す
五
こ
と
を
張
制
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
。

ソ
ヴ
辱
ツ
ト
の
か
ム
る
主
張
の
圃
有
的
な
理
論
的
根
篠
を
な
し
て
ゐ

る
と
ヒ
み
の
も
の
は
，
次
の
如
巻
見
地
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
革
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

や
改
造
権
も
拘
ら
ナ
、
債
務
が
存
績
す
る
と
の
原
則
は
、
資
本
主
義
的

な
法
律
臨
及
ぴ
風
家
親
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
國
家
は
統
一
的
な

法
ん
格
を
議
成
す
る
も
の
で
う
り
、
叉
全
國
昂
の
具
罷
化
せ
ら
れ
た

癒
σ
で
あ
る
と
の
擬
制
、
電
び
に
，
各
政
府
は
、
常
に
総
て
の
國
民

を
代
表
ず
る
と
㊧
擬
測
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
ソ
ヴ
昆
ツ
ト
の
主
義

に
よ
れ
ぱ
、
・
か
』
る
見
解
は
、
事
實
と
非
常
に
背
反
す
る
擬
制
て
あ

る
。
一
國
家
は
「
階
級
卦
立
よ
り
す
る
不
融
和
の
所
産
及
び
嚢
現
で
あ

　
　
　
　
　
裳
農
紹
会

っ
て
、
墾
蹴
的
な
る
階
級
と
調
邸
し
秘
な
い
と
こ
ろ
の
輔
定
の
階
級

の
支
配
機
…
關
（
羅
霞
暴
9
鉱
8
茜
轟
）
で
あ
り
、
一
の
階
級
が
他
Ω
諸

階
…
級
を
・
押
へ
つ
け
る
機
關
（
皿
挿
O
H
傾
跨
β
伽
胃
ご
艮
o
置
感
鼻
循
b
的
）

で
あ
つ
て
、
各
國
家
的
團
結
は
、
典
時
代
に
適
合
す
る
形
式
に
よ
つ

て
、
一
階
級
が
他
の
階
級
に
甥
す
る
組
織
的
皮
醜
を
表
現
す
る
に
過

ぎ
な
恥
o
そ
れ
で
ソ
ヴ
昌
ツ
ト
政
府
は
、
勢
働
者
及
び
農
民
の
政
府

で
あ
り
、
勢
働
階
級
の
階
級
的
支
醜
機
闘
で
あ
り
、
ツ
ァ
ー
の
政
府
及

び
前
政
府
、
即
ち
、
大
地
主
及
び
プ
ル
ジ
鶉
ア
ー
の
政
府
の
後
縫
者

で
は
な
く
し
て
，
從
來
大
地
主
及
び
ブ
ル
ジ
画
ア
璽
に
よ
つ
て
支
配

さ
れ
、
抑
遜
せ
ら
れ
た
勢
働
階
級
の
有
す
る
政
府
で
あ
る
外
國
よ
り

の
負
債
は
，
む
し
ろ
「
実
配
階
級
が
、
彼
等
が
思
想
的
及
び
物
質
的
に

二
國
或
は
多
敬
國
が
蓮
希
す
る
一
手
段
で
あ
勤
、
彼
等
が
國
際
的
に

存
立
せ
ん
と
す
る
舗
方
法
に
過
ぎ
な
い
o
帝
政
時
代
の
負
債
は
、
寓

國
ブ
ル
ρ
冒
ア
ー
が
、
寓
國
プ
ロ
レ
ダ
リ
ヤ
の
一
部
分
と
し
て
の
ロ

シ
ヤ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
封
す
る
票
闘
の
爲
に
與
へ
た
も
の
で
あ
つ

て
、
共
負
債
額
の
四
〇
プ
ロ
セ
ン
ト
は
、
陸
海
軍
、
警
察
、
曲
伽
判
駈
、

刑
務
斯
、
宗
教
的
施
設
（
O
o
密
誉
年
魯
）
に
使
恥
し
、
つ
ま
り
、
支
配
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
騨
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実
縫
縞
発

級
が
内
外
の
敵
に
封
す
る
抑
黙
の
具
（
q
糞
㊦
箆
急
鼻
彗
鵯
巷
冨
轟
ゆ
）

に
用
立
て
た
も
の
で
あ
る
o
か
く
の
如
く
に
，
ッ
ア
ー
の
政
府
が
、

か
』
る
目
的
に
使
用
し
た
負
債
、
即
ち
勢
働
者
の
利
盆
の
爲
に
使
用

し
た
も
の
で
な
く
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ト
に
勤
す
る
闘
孚
に
使
用

し
た
負
債
を
、
が
≦
る
苦
難
の
中
よ
り
現
在
支
醗
的
地
位
を
獲
得
し

た
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
ト
が
㌧
こ
の
負
債
を
鰻
承
し
て
支
梯
ふ
べ
き
謂
れ

は
な
い
o

　
窟
に
蓮
ぺ
た
理
由
が
、
ソ
ヴ
呂
ツ
ト
聯
合
の
國
債
支
佛
ひ
担
絶
に

封
す
る
、
主
な
る
専
婁
約
せ
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
o
つ
ま
り
，
政
府

を
以
亡
、
全
國
民
を
代
表
す
る
國
家
機
關
と
観
す
し
て
、
畢
に
支
配

階
級
を
の
み
代
表
す
る
機
關
と
す
る
こ
と
を
主
な
る
根
擦
と
す
る
。

ヒ
の
ソ
ヴ
。
轟
ツ
ト
の
理
論
が
、
現
在
の
國
際
法
上
の
一
般
的
原
則
と

相
容
れ
な
恥
こ
と
は
謂
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
と
れ
に
封

す
る
著
書
の
見
解
は
、
一
般
の
法
律
上
の
原
則
は
、
法
規
を
以
て
そ

の
敷
力
を
奪
ひ
得
な
“
と
結
ん
で
ゐ
る
〇

　
三
、
ぞ
の
他
」
こ
の
章
に
於
て
ぱ
、
個
々
の
國
家
と
ソ
ヴ
ニ
ツ
ト

聯
合
と
の
欄
に
於
け
る
負
債
に
關
す
る
規
律
、
ソ
ヴ
漏
ツ
ト
共
和
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ニ

の
東
洋
講
國
に
鋤
し
て
前
畠
帝
の
有
す
る
債
棲
の
勉
棄
、
な
ほ
叉
、

ソ
ヴ
エ
ッ
ト
共
和
國
と
他
國
と
の
逝
商
條
約
に
於
て
3
所
有
櫨
保
護

條
項
（
国
蒔
窪
葺
ヨ
薔
魯
葺
国
爵
屡
匹
）
の
挿
入
等
に
關
し
て
論
じ
て
ゐ

る
o

　
　
第
二
竃
　
外
國
に
於
け
る
革
命
の
宜
傳
（
望
9
撃
9

　
　
　
　
　
　
　
ε
鳳
o
p
警
o
＞
岳
『
p
詩
口
o
℃
四
撃
コ
α
p
）

　
一
九
一
七
年
十
口
の
革
命
が
成
功
し
て
以
楽
、
ポ
ル
セ
ビ
ギ
の
政

府
は
、
當
時
確
立
せ
ら
れ
て
ゐ
た
総
て
の
國
家
秩
序
を
完
全
に
破
壌

し
て
、
前
法
律
秩
序
の
下
に
於
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
法
規
の
奴
力
を
破

壌
せ
ん
と
し
た
。
然
し
、
そ
の
當
時
に
於
て
は
、
ロ
シ
ヤ
の
蓮
動
は

ロ
シ
ヤ
一
國
に
極
限
さ
れ
で
ゐ
た
の
で
あ
る
o
ソ
ヴ
ェ
ツ
ト
は
、
國

内
に
於
け
る
革
命
の
目
的
の
建
成
と
共
肥
、
自
己
の
革
命
蓮
動
を
外

國
に
ま
で
及
ぼ
さ
ん
と
す
る
に
璽
つ
た
o
そ
れ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
革

命
の
窮
極
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
世
界
の
勢
働
階
級
の
團
結
、

こ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
世
鼻
賢
本
主
義
及
び
階
級
國
家
に
封
す
る
革

命
的
闘
争
に
立
ち
得
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
の
穣
な
思
想
の
下
に
、

あ
ら
ゆ
る
機
會
と
、
方
法
を
講
じ
て
、
ソ
ヴ
晶
ツ
ト
は
、
外
國
忙
於
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で
革
命
思
想
の
傅
播
に
努
め
、
．
ま
た
現
在
に
て
も
努
め
つ
』
あ
る
。

ソ
ヴ
昌
ツ
ト
聯
合
の
か
ム
る
蓮
動
を
防
止
せ
ん
が
爲
に
、
諸
國
は
ソ

ヴ
呂
ツ
ト
聯
合
と
の
間
に
俊
胸
を
締
結
し
、
自
國
に
於
け
る
革
命
思

想
の
プ
ロ
パ
カ
ン
ダ
よ
り
保
護
せ
ん
と
し
た
。
そ
の
例
を
華
げ
れ
ぱ

｝
九
一
＝
年
三
月
十
八
日
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
の
築
和
條
約
忙
於
て
、

日
本
と
は
、
．
二
五
年
一
月
二
十
日
彊
支
邪
と
は
、
二
四
年
流
月
三
十

一
旧
、
ペ
ル
シ
ヤ
と
は
、
二
七
年
十
月
一
日
、
ト
ル
コ
と
は
、
二
一

年
三
月
十
六
日
等
で
あ
る
o
か
ム
る
ソ
ヴ
呂
ッ
ト
の
外
國
に
於
け
る

革
命
思
想
の
宜
偉
拡
、
國
際
法
上
如
何
肥
制
断
せ
ら
る
べ
き
も
の
で

み
る
か
？

　
國
際
法
秩
序
の
塞
本
的
な
一
前
提
を
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て

各
國
は
他
國
の
領
土
商
棲
、
即
ち
各
國
は
自
國
の
領
土
上
に
於
け
る

國
家
の
排
他
性
を
尊
重
し
、
他
國
の
領
域
に
封
す
る
固
有
の
國
櫻
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

封
す
る
侵
害
は
排
除
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
る
こ
と
の
義
務
を
負
塘
す

る
o
ソ
ヴ
昌
ツ
ト
聯
合
も
亦
、
國
際
囲
儘
に
鳥
す
る
一
國
で
あ
つ
て

蝿
般
の
國
際
法
規
は
、
こ
の
國
に
封
し
て
も
奴
力
を
有
し
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
“
o
果
し
て
然
ら
ぱ
、
ソ
ヴ
昌
ツ
ト
聯
合
國
の
行
爲
と
し
て

　
　
　
　
　
霞
麟
郵
食

他
國
の
政
盟
の
墾
革
を
目
的
と
し
て
、
他
國
内
に
於
て
、
か
エ
る
政

艘
攣
革
の
蓮
動
を
な
す
が
如
き
行
爲
を
爲
し
距
と
す
る
と
き
は
、
他

國
の
勝
謂
濁
立
楼
を
侵
寄
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
玉
る
行
爲
に
封

し
て
は
、
ソ
ヴ
鵡
ツ
ト
聯
合
は
、
そ
の
責
任
を
負
櫓
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
o
例
へ
個
人
が
賢
際
の
場
合
に
於
て
、
外
國
に
潜
入
し
て
、

ソ
ヴ
轟
ツ
ト
の
命
を
受
け
て
、
革
命
思
想
の
傳
播
を
な
す
場
合
に
於

て
も
、
國
家
め
命
を
受
け
た
る
以
上
、
そ
の
國
家
が
責
任
を
負
櫓
す

ぺ
き
は
當
然
で
あ
る
。
從
つ
て
、
営
然
に
國
際
法
上
禁
止
せ
ら
る
べ

き
か
』
る
行
爲
を
、
ソ
ヴ
満
ツ
ト
聯
合
と
の
條
約
に
よ
つ
て
、
禁
止

す
る
が
如
き
は
、
實
際
上
に
於
て
は
全
く
無
意
味
の
こ
と
玉
謂
は
ね

ぱ
な
ら
な
い
。

　
か
ム
る
法
理
的
解
澤
の
結
諭
に
勤
し
て
、
ソ
ヴ
ツ
ト
聯
合
が
不
注

意
で
あ
る
ぺ
き
筈
は
な
い
。
か
』
る
法
律
上
の
非
難
を
避
け
る
べ
き

手
段
と
し
て
、
表
面
上
は
ソ
ヴ
頃
ツ
ト
政
府
と
無
關
係
の
如
き
形
式

の
下
に
立
っ
、
寓
國
共
産
主
義
者
同
盟
（
民
o
百
目
ロ
旨
静
9
0
ぎ
一
窪
、

冨
昏
壼
一
。
）
が
實
際
の
喧
傳
に
欝
り
、
以
て
政
府
の
賛
任
を
回
遜
す

る
の
手
毅
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
各
國
は
、
任
意
に
自
己
の
欲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騨
＝
震
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史
魏
紹
介

す
る
政
饅
を
選
捧
し
、
自
己
の
欲
す
る
が
如
琶
統
治
を
な
し
得
る
は

一
般
に
認
め
ら
る
』
國
際
法
上
の
原
則
で
あ
つ
て
、
叉
自
國
に
潜
在

す
る
外
國
人
に
し
て
、
そ
の
滞
在
が
自
國
に
惑
影
饗
を
及
ぼ
す
が
如

き
場
A
ロ
に
於
て
纏
、
該
外
國
人
に
封
し
て
過
去
を
命
じ
、
或
は
必
要

に
よ
り
追
放
を
も
爲
し
得
る
も
の
な
る
こ
と
も
、
國
家
の
有
す
る
當

然
の
権
利
で
あ
る
o

　
然
し
問
題
は
、
共
産
主
義
者
同
盟
な
る
一
團
髄
が
、
國
家
槻
關
な

軌
や
否
や
に
よ
つ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
“
。
共
産
主
義
者
同
盟

が
如
何
な
敏
性
質
を
有
す
る
に
も
せ
よ
。
革
命
思
想
喧
傳
の
如
き
國

際
法
上
の
不
法
行
爲
を
爲
す
團
盟
た
る
以
上
は
、
ソ
ヴ
。
ツ
ト
聯
合

自
身
が
國
内
的
立
法
に
よ
り
、
か
馬
る
不
法
行
爲
を
抑
璽
す
べ
き
義

務
を
負
ふ
㊨
で
あ
る
o
何
と
な
れ
ば
、
國
際
團
膿
に
罵
す
る
諸
國
は

國
際
法
上
の
義
務
に
蓮
反
せ
ざ
る
様
に
、
自
國
の
立
法
及
び
組
織
を

紐
立
つ
ぺ
き
義
務
を
負
瘡
す
る
が
故
で
あ
る
。

　
　
第
三
章
　
外
國
貿
易
の
猫
占
（
O
霧
＞
c
§
導
彗
・

　
　
　
　
　
　
　
急
彗
g
o
旦
）

　
宅
ム
舵
於
て
ば
、
ソ
ヴ
幅
ツ
ト
聯
合
が
、
紬
て
の
勘
産
の
私
有
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭
＝
縛

禁
じ
て
、
繕
て
の
生
塵
要
暴
を
國
家
に
集
中
し
、
か
き
る
組
織
の
下

に
於
て
ぱ
、
鮒
外
貿
易
も
私
人
の
乎
を
離
れ
て
、
國
家
が
こ
れ
を
濁

占
し
て
行
ふ
こ
と
』
な
る
の
は
常
然
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
爲
に
、
㎜
從

來
國
際
生
活
に
現
れ
な
か
つ
た
新
規
現
象
を
生
す
に
至
つ
た
。
こ
れ

等
の
新
現
象
に
封
し
、
こ
れ
を
現
行
國
際
法
上
の
療
則
よ
り
親
察
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
於
て
は
、
こ
の
貿
易
獅
占
の
結
果
、
外
國
と
の
交
渉
の
必

嬰
上
、
通
商
代
表
（
国
碧
幕
冨
潟
瓢
慰
霞
）
を
外
國
に
逡
る
o
ヒ
の
通

商
代
表
は
、
國
際
法
上
如
何
な
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
？

即
ち
、
こ
れ
等
代
表
は
、
関
謀
の
外
交
使
節
と
し
て
の
特
権
を
享
有

し
得
べ
き
も
の
な
る
や
否
や
の
黙
が
悶
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
厨

究
す
る
爲
に
、
國
際
法
に
所
謂
國
家
の
代
表
の
挫
質
を
論
じ
て
、
國

家
の
外
交
使
節
は
、
共
本
質
的
な
特
色
と
し
て
、
そ
れ
等
の
任
務
は

國
家
の
國
際
的
な
、
國
際
法
的
な
關
係
を
途
行
す
る
に
在
ウ
、
外
交

使
節
は
、
國
家
の
外
交
政
策
の
機
關
で
あ
る
。
然
る
に
、
現
行
の
國

際
法
は
、
自
國
の
商
業
を
代
表
す
る
が
爲
の
、
特
別
な
る
常
設
の
國

家
の
公
的
な
機
關
を
認
め
な
い
。
然
る
に
、
ソ
ヴ
呂
ツ
ト
黄
和
國
の
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法
律
、
即
ち
創
九
二
三
年
十
榊
月
十
二
日
の
外
國
貿
易
に
關
す
る
規

則
、
第
二
十
三
條
に
よ
れ
ぱ
、
「
外
國
に
在
る
ソ
ヴ
昌
ツ
ト
共
和
國
の

蓮
商
代
表
は
、
外
國
貿
易
の
爲
の
國
家
機
に
し
て
、
同
時
に
、
外
國

に
於
け
る
ソ
ヴ
呂
ッ
ト
共
和
國
∩
全
擁
代
表
の
一
部
を
な
し
、
こ
れ

忙
所
罵
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
外
交
代
表
者
の
資
格
を
有
す

べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
明
言
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o
こ
れ
も
と
よ
り

ソ
ヴ
呂
ツ
ト
共
和
國
の
國
法
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
規

定
あ
る
が
故
に
、
．
他
國
が
、
こ
れ
に
拘
束
さ
る
』
理
由
な
き
は
鴬
然

の
こ
と
で
あ
つ
て
、
　
一
國
の
童
思
を
以
て
、
國
際
法
上
の
一
般
原
則

を
改
礎
し
得
な
い
こ
と
も
亦
謂
ふ
を
侠
た
な
い
o
か
く
の
如
き
ソ

ヴ
ュ
ツ
ト
共
和
國
の
規
定
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
通
商
代
表
を
勉
の
外

交
使
節
と
法
律
上
同
一
の
取
扱
ひ
を
な
す
を
得
な
廓
こ
と
は
、
前
述

の
論
擦
に
よ
つ
て
明
か
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o

　
そ
こ
で
著
者
は
、
ソ
ヴ
呂
ツ
ト
共
和
國
と
他
の
諸
國
と
の
間
に
締

結
せ
ら
れ
た
個
汝
の
通
商
僚
約
を
檎
討
し
て
、
そ
れ
等
の
條
約
中
に

於
て
、
蓬
商
代
表
に
關
し
て
部
分
的
特
椛
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
が

こ
の
特
棲
は
、
厨
謂
條
約
犀
塞
く
特
棲
で
あ
つ
て
、
國
際
法
上
當
然

　
　
　
　
　
交
献
紹
介

に
主
張
し
得
る
と
こ
ろ
の
、
所
謂
國
際
法
上
の
特
穰
で
は
な
い
こ
と

を
明
か
に
し
て
ゐ
る
o

　
な
ぼ
亦
、
逼
商
代
表
の
権
質
が
如
何
な
る
も
の
な
る
に
も
せ
よ
、

通
商
代
表
が
、
そ
の
滞
在
國
と
の
貿
易
の
爲
に
、
外
國
に
蓮
搬
し
た

所
の
品
は
、
國
家
の
厨
有
に
厩
す
る
と
こ
ろ
の
品
、
即
ち
國
有
品
で

あ
る
o
か
』
る
國
家
の
所
有
物
に
厨
し
て
、
換
言
す
れ
ぱ
、
貿
易
上

生
じ
た
種
々
の
法
律
的
な
問
題
に
鋤
し
て
、
そ
の
誉
業
者
た
ゐ
ソ

ヴ
ェ
ツ
ト
共
和
國
を
訴
へ
猫
る
や
否
や
の
問
題
が
あ
る
o
勿
論
こ
の

鐵
に
關
し
て
は
、
離
読
の
岐
る
萬
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
積
極
、
漕
極

の
二
個
の
解
澤
が
容
れ
ら
れ
得
る
が
、
吾
々
は
、
こ
の
ソ
ヴ
ェ
ツ
ト

の
場
合
の
實
際
的
必
要
に
直
碕
し
て
、
國
家
が
螢
利
を
目
的
と
す
る

私
的
企
業
に
從
事
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
私
人
と
同
一
の
地
位
に

置
き
、
他
國
の
裁
制
棲
の
下
に
立
た
し
む
る
読
の
實
際
に
適
す
る
こ

と
を
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
o
の
み
な
ら
す
、
ソ
ヴ
呂
ツ
ト
共
和
國

と
諸
國
と
の
條
約
巾
に
於
て
も
、
ヒ
れ
を
認
め
て
ゐ
る
、
例
へ
ぱ
ド

イ
ツ
と
の
條
約
第
七
條
等
）
o

　
こ
の
章
の
最
後
に
於
て
論
じ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
關
税
の
決
定
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
．
置
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交
醗
紹
介

題
で
あ
る
◎
ソ
ヴ
呂
ツ
ト
は
、
外
國
と
の
關
税
に
關
し
て
ゐ
二
個
の
形

式
を
探
つ
て
ゐ
乃
o
そ
の
一
ぱ
、
所
謂
『
最
恵
國
待
遇
竃
島
跨
農
ヂ

琶
蔚
彗
磐
を
規
定
す
る
も
の
と
、
他
ぱ
個
々
の
關
税
毒
に
つ
い
て

協
定
を
な
す
も
の
、
，
即
ち
關
税
の
最
高
鰹
忙
つ
い
て
規
定
を
な
し
た

も
の
と
で
あ
る
。
費
本
主
義
諸
國
と
の
聞
の
、
こ
の
關
税
の
作
用
、

鮭
禽
主
義
國
と
の
聞
の
商
業
取
引
に
於
げ
る
、
こ
の
關
税
の
有
数
性
、

駿
家
的
経
濟
機
關
と
關
税
、
最
少
楡
入
額
、
一
九
二
七
隼
十
増
一
樋

ソ
ヴ
呂
ツ
》
・
ベ
ル
シ
ヤ
條
約
に
於
け
る
楡
入
額
の
問
題
等
に
關
し

て
論
じ
て
あ
る
。

　
以
上
に
よ
つ
て
知
る
如
く
．
本
書
を
一
貫
す
る
目
的
は
、
現
行
國
際

法
の
観
貼
に
塞
き
、
ソ
ヴ
呂
ツ
ト
共
和
國
な
る
特
殊
の
國
家
紐
織
よ

り
當
然
に
生
す
る
現
象
、
又
は
か
ム
る
國
案
の
嘗
局
奢
が
自
國
の
利

盆
の
弼
に
主
張
せ
ら
る
ム
と
ヒ
ろ
の
も
の
の
批
判
で
あ
る
o
（
前
原
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
三
三
〇
一
）
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